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 タ イ 王 国 の 建 設 業 界 は 、 １ ９ ９ ７ 年 の ア ジ ア 通 貨 危 機 お よ び 最 近 の 石 油 価 格

高 騰 に よ る 物 価 上 昇 に 影 響 さ れ 、建 設 会 社 の 経 営 は 困 難 な 状 況 に 直 面 し て い る 。

発 展 途 上 国 で あ る タ イ 王 国 の 社 会 基 盤 整 備 を 担 う 公 共 工 事 は 、 自 国 の 自 主 財 源

と 共 に 、 世 界 銀 行 、 ア ジ ア 開 発 銀 行 、 国 際 協 力 銀 行 等 の 国 際 金 融 機 関 か ら の 融

資 を 財 源 と し て い る の で 、 ア ジ ア 地 域 の 通 貨 危 機 と い う 厳 し い 金 融 情 勢 は 、 公

共 発 注 者 か ら 元 請 の 建 設 業 者 へ の 代 金 支 払 い が 滞 る と い う 問 題 が 生 じ 、 そ の 結

果 、 元 請 か ら 下 請 の 専 門 工 事 業 者 や 資 機 材 業 者 へ の 代 金 支 払 い も 滞 る と い う 、

工 事 代 金 の キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー に 悪 循 環 が 生 じ て い る 。  
 日 本 を 除 く 諸 外 国 の 公 共 工 事 は 、 毎 月 の 出 来 高 に 応 じ て 工 事 代 金 を 支 払 う 進

行 支 払 い 方 式 が 一 般 的 で あ り 、 タ イ 王 国 の 公 共 工 事 も 国 際 標 準 の 代 金 支 払 い 方

法 で あ る 。  
 本 研 究 は 、 タ イ 王 国 の 公 共 工 事 に お け る 、 発 注 者 か ら 受 注 者 （ 元 請 業 者 ） へ

の 代 金 支 払 い 方 式 で あ る 進 行 支 払 い 方 式 の 詳 細 な プ ロ セ ス と メ カ ニ ズ ム 、 お よ

び 代 金 支 払 い が 滞 っ た 場 合 の 遅 延 し た 原 因 を 明 ら か に す る こ と 、 さ ら に 代 金 支

払 い 方 法 と 品 質 保 証 と の 関 係 を 分 析 す る こ と を 目 的 と し た 。  
 タ イ 王 国 各 地 に お け る 様 々 な 形 式 の 、 １ ９ ９ ４ 年 か ら ２ ０ ０ ４ 年 に 実 施 さ れ

た ９ ８ 種 類 の 建 設 ﾌﾟﾛｼ ﾞｪ ｸ ﾄ（ 公 共 工 事 ） に つ い て 、 発 注 者 側 で あ る タ イ 政 府 関

係 者 、 お よ び 受 注 者 側 で あ る 国 内 外 の 建 設 業 者 か ら 、 建 設 工 事 契 約 書 、 標 準 工

事 仕 様 書 、 工 事 進 捗 報 告 書 、 出 来 高 報 告 書 、 工 事 代 金 請 求 書 、 工 事 代 金 支 払 調

書 、工 事 品 質 報 告 書 、工 事 数 量 報 告 書 、工 事 検 査 願 い 等 の 各 種 資 料 を 収 集 し た 。

そ れ と 同 時 に 、 そ れ ぞ れ の 建 設 ﾌﾟﾛｼﾞ ｪ ｸ ﾄで 責 任 あ る 立 場 に あ る 様 々 な 人 物 、 た



と え ば 、 建 設 会 社 の 副 社 長 や 取 締 役 、 政 府 高 官 、 作 業 所 長 、 技 術 者 （ エ ン ジ ニ

ア ）、 数 量 鑑 定 士 （ ク ウ ォ テ ィ テ ィ ・ サ ー ベ イ ヤ ー ）、 経 理 会 計 担 当 者 等 に 、 発

注 者 か ら 受 注 者 へ の 代 金 支 払 い プ ロ セ ス に 影 響 す る 要 因 に つ い て 詳 細 な 聞 き 取

り 調 査 を 行 っ た 。  
 タ イ 国 公 共 工 事 の 代 金 支 払 い プ ロ セ ス は 、三 段 階 に 大 別 で き る 。第 一 段 階 は 、

受 注 者 で あ る 元 請 業 者 が 発 注 者 に 出 来 高 報 告 書 と 共 に 工 事 代 金 請 求 書 等 の 書 類

を 提 出 す る 段 階 で あ る 。 第 二 段 階 は 、 技 術 者 （ エ ン ジ ニ ア ） が 提 出 さ れ た 書 類

の 内 容 を 照 査 し て 、 出 来 高 部 分 あ る い は 完 成 部 分 に 関 す る 証 明 書 を 発 行 す る 段

階 で あ る 。 第 三 段 階 は 、 発 注 者 が 元 請 業 者 に 代 金 支 払 い す る 段 階 で あ る 。 代 金

支 払 い プ ロ セ ス 三 段 階 の 所 要 日 数 は 、 Ｆ Ｉ Ｄ Ｉ Ｃ （ 国 際 コ ン サ ル テ ィ ン グ ・ エ

ン ジ ニ ヤ 連 盟 ） の 建 設 工 事 の 契 約 条 件 書 で 、 そ れ ぞ れ 、 ３ 日 、 ２ ８ 日 、 ２ ８ 日

が 標 準 と さ れ て い る 。  
タ イ 国 公 共 工 事 は 、 発 注 主 体 が 政 府 直 轄 と 公 団 ・ 公 社 の 場 合 、 支 払 い 通 貨 が

外 貨 建 て と 現 地 通 貨 バ ー ツ 建 て の 場 合 、 支 払 い 方 式 が 直 接 と 委 託 と 弁 済 の 場 合

等 に よ っ て 、 代 金 支 払 い プ ロ セ ス 三 段 階 の 標 準 所 要 日 数 は 、 第 一 段 階 は ３ 日 、

第 二 段 階 は １ ５ 日 と 同 様 で あ る が 、 第 三 段 階 は 、 場 合 に よ っ て 、 １ ５ 日 、 ３ ０

日 、 ４ ５ 日 と 異 な っ て い る こ と が 分 か っ た 。  
９ ８ 種 類 の 建 設 ﾌﾟﾛｼ ﾞ ｪ ｸ ﾄ（ 公 共 工 事 ） 工 事 期 間 中 に お け る 毎 月 の 代 金 支 払 い

プ ロ セ ス に 関 す る 書 類 の 日 付 デ ー タ を 分 析 し て 、 代 金 支 払 い プ ロ セ ス 三 段 階 の

標 準 所 要 日 数 と 実 際 の 日 数 と の 差 異 、 す な わ ち 支 払 い 遅 延 日 数 を 算 定 し た 。 発

注 主 体 、支 払 い 通 貨（ 財 源 ）、支 払 い 方 式 等 の 指 標 を 用 い て 類 型 化 し た デ ー タ 群

を 分 析 し た 結 果 、 支 払 い 遅 延 日 数 が ５ ０ 日 未 満 、 ５ ０ 日 か ら １ ５ ０ 日 未 満 、 お

よ び １ ５ ０ 日 以 上 と い う 三 つ の パ タ ー ン に 分 類 で き る こ と が 分 か っ た 。  
 本 論 文 の 構 成 は 、 以 下 に 示 す と お り で あ る 。  
 第 １ 章 は 、 序 論 で あ り 研 究 の 背 景 と 目 的 等 に つ い て 述 べ た 。  
 第 ２ 章 、 第 ３ 章 、 お よ び 第 ４ 章 は 、 本 研 究 に 関 係 す る 事 柄 、 す な わ ち 、 代 金

支 払 い プ ロ セ ス に 影 響 す る リ ス ク 要 因 、 建 設 会 社 の 経 営 リ ス ク 要 因 、 国 際 建 設

市 場 の リ ス ク 要 因 等 に つ い て の 文 献 お よ び 研 究 論 文 等 か ら 得 ら れ た 知 見 を 整 理

し て 纏 め た 。  
 第 ５ 章 は 、 建 設 産 業 の 代 金 支 払 い 過 程 に つ い て 整 理 し た 。  
 第 ６ 章 は 、 タ イ 国 公 共 工 事 の 代 金 支 払 い 方 法 の 詳 細 を 調 査 研 究 し た 結 果 を 、

シ ン ガ ポ ー ル お よ び 香 港 と 国 際 比 較 し つ つ 整 理 し 分 析 し た 。  
 第 ７ 章 は 、 代 金 支 払 い プ ロ セ ス の 遅 延 状 況 を 類 型 化 し て 分 析 し 、 そ の 遅 延 す

る 原 因 に つ い て 論 じ た 。  
 第 ８ 章 は 、 公 共 工 事 の 代 金 支 払 い 方 法 と 品 質 保 証 と の 関 係 に つ い て 論 じ た 。  
 第 ９ 章 は 、 結 論 で あ り 本 研 究 で 得 ら れ た 成 果 を 纏 め た て 示 し た 。  
 本 研 究 の 範 囲 内 で 、 タ イ 国 公 共 工 事 の 代 金 支 払 い 方 法 に 関 し て 、 以 下 の こ と

が い え る と 考 え ら れ る 。  
（ １ ） タ イ 国 公 共 工 事 の 代 金 支 払 い 方 法 は 、 毎 月 の 出 来 高 に 基 づ く 進 行 支 払 い



方 式 で あ る 。 代 金 支 払 い プ ロ セ ス の 標 準 所 要 日 数 が 規 定 さ れ て い る に も 関 わ ら

ず 大 幅 に 遅 延 す る 場 合 が あ る 。  
（ ２ ） 代 金 支 払 い は 、 通 常 は 小 切 手 が 用 い ら れ 、 現 金 で の 支 払 い は な い 。 発 注

者 が 公 団・公 社 の 場 合 は 、約 束 手 形 が 用 い ら れ る こ と が あ る 。政 府 直 轄 の 場 合 、

通 常 は 毎 月 払 い 、 あ る い は 一 括 払 い で あ り 、 公 団 ・ 公 社 の 場 合 、 毎 月 払 い 、 あ

る い は マ イ ル ス ト ー ン 払 い で あ る 。  
（ ３ ） 支 払 い 通 貨 が 、 現 地 通 貨 バ ー ツ 建 て の 場 合 は 、 外 貨 建 て の 場 合 に 比 較 し

て 、 代 金 支 払 い 所 要 日 数 が 短 い 。  
（ ４ ） 直 接 支 払 い 方 式 と 弁 済 支 払 い 方 式 は 、 国 際 金 融 機 関 の 融 資 を 財 源 と し た

場 合 の み に 用 い ら れ 、 委 託 支 払 い 方 式 は 、 自 主 財 源 と 国 際 融 資 と の 両 者 で 用 い

ら れ て い る 。 代 金 支 払 い プ ロ セ ス の 所 要 日 数 は 、 直 接 支 払 い 方 式 が 最 も 短 く 、

弁 済 支 払 い 方 式 、 委 託 支 払 い 方 式 の 順 番 に 長 く な る 。  
（ ５ ） 前 払 い 金 は 、 １ ０ ％ か ら ２ ０ ％ が 一 般 的 で あ る 。  
（ ６ ） 政 府 直 轄 の 場 合 の 代 金 支 払 い プ ロ セ ス は 三 つ の 類 型 化 し た パ タ ー ン に 分

類 で き た が 、 公 団 ・ 公 社 の 場 合 は 、 明 確 に 類 型 化 で き な い 。  
（ ７ ） 代 金 支 払 い の 遅 延 は 、 代 金 支 払 い プ ロ セ ス 三 段 階 の 、 第 二 段 階 （ 照 査 ）

お よ び 第 三 段 階 （ 支 払 い ） で 発 生 す る 。  
（ ８ ） 国 際 金 融 機 関 の 融 資 を 財 源 と し た 場 合 、 第 二 段 階 の 照 査 を 、 タ イ 政 府 の

技 術 者 （ エ ン ジ ニ ア ） お よ び コ ン サ ル タ ン ト ・ エ ン ジ ニ ア の 両 者 に よ っ て 実 施

す る の が 遅 延 の 要 因 と な る 。  
（ ９ ） 第 二 段 階 （ 照 査 ） に お け る 遅 延 の 原 因 は 、 元 請 業 者 と 照 査 を 担 当 す る 技

術 者 （ エ ン ジ ニ ア ） が 、 提 出 書 類 の 内 容 （ 数 量 や 品 質 等 ） に つ い て 合 意 す る の

に 時 間 を 要 す る か ら で あ る 。 各 当 事 者 の 能 力 が 不 足 し て い る 場 合 も あ る が 、 所

要 の 作 業 量 に 必 要 な 人 員 が 十 分 に 配 置 さ れ な い こ と 、 短 期 間 に よ る 人 員 配 置 換

え に よ っ て 業 務 習 熟 度 が 低 水 準 と な る こ と 等 が 影 響 し て い る 場 合 も 数 多 く あ る 。 
（ １ ０ ） 第 三 段 階 （ 支 払 い ） に お け る 遅 延 の 最 大 原 因 は 、 政 府 の 財 源 不 足 で あ

る 。 外 貨 建 て 通 貨 で の 支 払 い の 場 合 は 、 国 際 金 融 機 関 と タ イ 国 銀 行 と の 融 資 協

定 の 内 容 が 官 僚 的 手 続 き を 求 め る こ と に 影 響 さ れ て 所 要 日 数 が 長 く な る こ と が

多 い 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


